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(57)【要約】
　反復導電パターンを備えている多層製品（２６）を作
製する方法であって、導電トレースのグリッドなど、能
動素子構成の範囲で用いる反復パターン構成を決定する
こと、及び、所定の反復パターン構成に従って構成させ
た導電材の層を少なくとも１つ備えている多層製品の連
続ウェブを形成させることが含まれている方法。前記連
続ウェブは、能動素子構成の範囲で用いるのに適してい
る。前記方法には更に、連続ウェブを改修して、カスタ
マイズされた能動素子を形成させることを含めてもよい
。連続ウェブの形成には、連続ウェビングストック（２
０）の第１のロール（１２）であって、上に形成されて
いる反復パターンの部分が少なくとも備わっている第１
のロール（１２）を提供すること、連続ウェビングスト
ック（２２）の第２のロール（１４）であって、上に形
成されている反復パターンの部分が少なくとも備わって
いる第２のロール（１４）を提供すること、及び、連続
ウェビングストックの第１及び第２のロールを合わせて
ラミネートすることを含めてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反復導電パターンを備えている多層製品を作製する方法であって、
　能動素子構成の領域で用いる反復パターン構成を決定することと、
　パターン付き導電材の少なくとも一つの層を有し、該層が組み立てた時に連続ウェブか
らさまざまな前記能動素子構成の領域が形成されるように、前記反復導電パターンを形成
するために構成されている多層製品の連続ウェブを形成すること、
とを含む方法。
【請求項２】
　カスタマイズされた能動素子を形成するために、前記連続ウェブを変更することを含む
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記連続ウェブを変更することは、所定の大きさを有する前記能動素子を形成するため
に、前記連続ウェブを切断することを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記連続ウェブを変更することは、前記導電材の一部分を露出させるために、前記ウェ
ブの少なくとも１つの層を介して少なくとも１つの貫通孔を切断することを含む請求項２
に記載の方法。
【請求項５】
　前記連続ウェブを形成することは、前記連続ウェブ上にラミネート層を形成することを
含み、該ラミネート層が、前記導電材の部分を露出させる構成になっている複数の貫通孔
を備えている請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記連続ウェブを形成することは、前記連続ウェブ上にラミネート層を形成することを
含み、前記連続ウェブを変更することは、前記導電材の一部分を露出させるために、ラミ
ネート層を介して少なくとも１つの貫通孔を切断することを含み、さらに、前記反復導電
パターン上の所定の場所に位置合わせするために、前記ウェブの前記少なくとも１つの層
の前記貫通孔と前記ラミネート層を整列させることを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記反復パターンが導電トレースのグリッドを含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記連続ウェブを形成することは、
　連続ウェビングストックの第１のロールであって、その上に前記反復導電パターンの第
１の部分が形成される該第１のロールを提供すること、
　連続ウェビングストックの第２のロールであって、その上に前記反復導電パターンの第
２の部分が形成される該第２のロールを提供すること、
　連続ウェビングストックの前記第１及び第２のロールを合わせてラミネートすること、
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記反復導電パターンの前記第１及び第２の部分が、前記連続ウェブを形成する工程中
に、互いに対して位置合わせされている請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のロールの反復パターンの部分が、ウェビングストックの前記第１のロールの長さ
に沿って延びている複数の平行導電トレースを含み、第２のロールの反復パターンの部分
が、ウェビングストックの第２のロールの幅を横切って横方向に延びている複数の平行導
電トレースを含む請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記能動素子が接触デバイスである請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記反復導電パターンが、多層製品の前記連続ウェブを超えて連続的に延びている請求
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項１に記載の方法。
【請求項１３】
　反復導電パターンを備えている連続多層製品であって、前記多層製品が、
　その上に形成されている前記反復導電パターンの少なくとも第１の部分を有する連続ウ
ェビングの第１の層、
　その上に形成されている前記反復導電パターンの少なくとも第２の部分を有する連続ウ
ェビングの第２の層を含み、
　前記反復導電パターンは、前記反復導電パターンを能動素子として用いる複数の最終製
品のいずれかで用いるために、前記多層製品がカスタマイズ可能な構成になっている、連
続多層製品。
【請求項１４】
　前記多層製品をカスタマイズすることは、前記多層製品を所定の大きさに切断すること
を含む請求項１３に記載の多層製品。
【請求項１５】
　前記反復導電パターンが導電トレースのグリッドを含み、該グリッドの一部が、連続ウ
ェビングの層の一つの上に形成されている前記多層製品の長さに沿って延びている間隔を
隔てた複数のトレースの形状をしており、また、前記グリッドの一部が、連続ウェビング
の別の層の上に形成されている多層製品の幅を横切って延びる間隔を隔てた複数トレース
の形状をしている請求項１３に記載の多層製品。
【請求項１６】
　前記連続ウェビングの前記第１及び第２の層が、一緒にラミネートされ、連続ウェビン
グの前記第１及び第２の層の各々の上に形成される反復導電パターンの部分が相互に電気
的に絶縁されてている請求項１３に記載の多層製品。
【請求項１７】
　前記反復導電パターンの前記第１及び第２の部分が、連続ウェビングの前記第１及び第
２の層の間に封入される請求項１３に記載の多層製品。
【請求項１８】
　連続ウェビングの前記第１及び第２の層の少なくとも１つが、その中に形成されている
貫通孔を有する請求項１３に記載の多層製品。
【請求項１９】
　前記最終製品が接触デバイスである請求項１３に記載の多層製品。
【請求項２０】
　異なる構成である複数の電子素子を作製する方法であって、
　前記複数の電子素子に共通の反復導電パターンを定めることと、
　一緒に前記反復導電パターンを構成する導電材の少なくとも２つの層を有する多層製品
の連続ウェブを形成することと、
　前記異なる電子素子構成用の設計パラメータを用意することと、
　多層製品の前記連続ウェブを形成しながら、前記複数の電子素子の特徴を含むために、
設計パラメータに従って前記多層製品を修正することと、とを含む方法。
【請求項２１】
　前記反復導電パターンが導電トレースのグリッドを含み、多層製品の前記連続ウェブを
形成することが、導電材から成る別個の層として前記グリッド部分を形成することを含む
請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　多層製品の前記連続ウェブを形成することが、
　連続ウェビングストックの第１のロールであって、前記反復導電パターンの第１の部分
がその上に形成される第１のロールを提供すること、
　連続ウェビングストックの第２のロールであって、前記反復導電パターンの第２の部分
がその上に形成され第２のロールを提供すること、
　連続ウェビングストックの前記第１及び第２のロールを合わせてラミネートすること、
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とを含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記多層製品を修正することは、前記多層製品を所定の大きさに切断することを含む請
求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記電子素子の少なくとも１つが接触デバイスである請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　ラミネート層を提供すること、及び、前記ラミネート層を連続ウェビングストックの前
記第１又は第２のロールにラミネートすること含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記複数の電子素子の追加の特徴を含むために、前記連続ウェブを形成した後に、前記
多層製品を修正することを含む請求項２０に記載の方法。
　本発明は、多種多様な電子素子構成で用いる多層製品を形成する製造プロセス及びその
関連製品に関するものである。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　電子デバイス又は素子で用いられる多層製品には典型的に、間隔を隔てて配置される導
電回路が含まれ、前記回路は、可撓性ポリマーベースフィルム、ウェビング、又は、絶縁
ラミネート層の別個の層の上に形成されている。このタイプの製品を製造するための一般
的な方法の１つは、プラスチックフィルムの個々のシート上にカスタマイズされた回路を
形成してから、２つの回路を完全に形成させた後にフィルムの２枚のシートを接合させる
ものである。前記シートは、例えばラミネーション加工を用いて接合してよい。この技法
では、とりわけプラスチックフィルムが非常に薄い場合、例えば、薄さが約２５μｍ（１
ミル）～２５０μｍ（１０ミル）の範囲内である場合、費用がかさむとともに、困難且つ
手間のかかるハンドレイアップ及び配置操作が必要となる可能性がある。別個のフィルム
は典型的に、手で積層状に位置合わせしてから、加熱及び加圧下で、ローラーを使って、
又は、プレス若しくはオートクレーブ内でラミネートする。
【０００２】
　多層製品を形成するための別の技法としては、ウェブのロールに別のウェブ層又はラミ
ネート層をラミネートするものが挙げられる。完成品のロールは、任意の所望の長さに切
断してよい。この技法には同様にある欠点もある。回路基板又はハード結線に接合する目
的でラミネートウェビングの連続ロールに配置されている回路にアクセスするのが困難で
ある可能性がある。米国特許第５，０６２，０１６号に記載されているように、結線のた
めに、回路部品を部品の後部がウェブ側に沿って露出するように配置することができる。
直交しているＸ及びＹ方向に導電トレースが整列しているグリッドタイプ回路でこの技法
を用いる場合、導電トレースにつながるリード線は、後の結線に備えて露出させるために
、ウェブ側まで伸ばさなければならない。導電トレースのルーティング及びアクセスポイ
ントに関するこの制約は、回路コンポーネント及びこれらコンポーネントを用いる電子デ
バイスの製造効率、費用効率のよい部品製造、及び、設計オプションに関する制限につな
がる可能性がある。
【０００３】
　タッチスクリーン及び電磁デジタイザは、多層製品を用いる２つのタイプの電子感知素
子である。このようなセンサを用いる技術の浸透度は過去数年で著しく上昇している。信
頼性及び費用効率の高い上質なセンサの製造を目指して、多種多様な技術が探究されてき
た。センサ技術の例としては、容量センサ、抵抗センサ、近接場イメージング（ＮＦＩ）
センサ、音波センサ、赤外線センサ、力センサが挙げられる。このようなセンサの一般的
用途としては、コンピュータモニタ、並びに、携帯情報端末（ＰＤＡ）及びタブレットコ
ンピュータのような携帯及び手持ち型デバイスが挙げられる。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　センサには、多層製品を用いるその他の多くのタイプの電子素子又はデバイスと同様に
、大きさ及び形の面で多種多様な制限が存在する可能性がある。各センサによって、多層
製品内の導電素子及び電気的活性特徴の要件が異なる場合がある。単一の多層製品、及び
さまざまな最終製品に用いるためにカスタマイズすることのできる、かかる製品を製造す
るための複数の関連手法は、当該技術分野における先進的技術となるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は一般的には、多種多様な電子素子構成で用いられる多層製品を形成するシステ
ム及び製造プロセスに関するものであり製造プロセスの終了間際まで最終的なカスタマイ
ズ工程が完了しないとしても、形成プロセス中に層の少なくともいくらかのカスタマイズ
又は変更を可能とする。前記多層製品には、別個のウェビング層の上に形成されている、
さまざまな汎用的な連続導電パターン部分が備わっている。ウェビング層は、例えばラミ
ネーション技術を用いて、汎用的な連続導電パターンを正確にもたらすように連続導電パ
ターン部分を位置合わせする形で、結合されている。完成した多層製品には、多種多様な
最終製品構成に共通且つ汎用可能な導電パターンが備わっているのが好ましい。導電パタ
ーンは、多層製品の全長に沿って、又は、多層製品の幅方向にわたって連続的又は半連続
的にしてよい。
【０００６】
　本発明の別の態様は、反復導電パターンを備えている多層製品を作製する方法に関する
ものである。前記方法は、能動素子構成の領域用いる、導電トレースのグリッドなどの反
復パターン構成を決定することを含む。前記方法には更に、決定された反復パターン構成
に従って導電材の少なくとも一つの層を有する多層製品の連続ウェブを形成することを含
む。前記連続ウェブは、能動素子構成の領域で用いるのに適している。前記方法には更に
、カスタマイズされた能動素子を形成するために、前記連続ウェブを変更することを含む
。連続ウェブの形成には、連続ウェビングストックの第１のロール（第１のロールには、
その上に形成されている反復パターン部分が少なくとも１つ備わっている）を用意するこ
と、連続ウェビングストックの第２のロールを提供すること、並びに、連続ウェビングス
トックの第１及び第２のロールを一緒にラミネートすることを含めてもよい。
【０００７】
　本発明の別の態様は、反復導電パターンを備えている連続多層製品に関するものである
。前記多層製品には、連続ウェビングの第１の層、連続ウェビングの第２の層、及び、前
記連続ウェビングの第１及び第２の層の各々の上に形成されている少なくとも１つの前記
反復導電パターン部分が備わっている。前記多層製品は、前記反復導電パターンを必要と
する複数の最終製品のいずれかでカスタマイズして使える構成になっている。最終製品の
一例は接触デバイスである。
【０００８】
　本発明の更なる態様は、異なる構成である複数の電子素子を作製する方法に関するもの
である。前記方法には、複数の電子素子に共通の反復導電パターンを定めること、導電材
から成る別個の層が少なくとも２つ備わっている多層製品の連続ウェブを形成させること
が含まれている。前記別個の層が合わさって前記反動導電パターンを構成する。前記方法
の別の工程には、種々の電子素子構成に合わせて設計パラメータを用意すること、及び、
前記設計パラメータに従って多層製品を修正して、複数の電子素子を作製することが含ま
れている。前記修正作業の一部は、前記多層製品の形成中に行って、種々の電子素子に共
通の特徴をもたらしてもよく、また、別の修正作業は、多層製品の連続ウェブを形成させ
る工程の後に行って、種々の電子素子に特有の特徴をもたらしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は一般に、多種多様な電子素子構成で用いられる多層製品を形成する製造プロセ
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ス及び方法に関するものである。前記製造プロセス及び方法を実行するように構成された
システムも、本発明の範囲内に含まれる。多層製品の実施例には、１つ以上の連続ウェビ
ング部材、ラミネート層、及び、組み立てられる１つ以上の反復導電パターン部分を搭載
してもよい。多層製品を形成するプロセスには、各ウェビング部材の上に配置されている
導電トレースを位置合わせするか又は別の方法で相対的に配置して、多層製品の反復導電
パターンを形成させることを含めてもよい。反復導電パターンは、多層製品の全長に沿っ
て、又は、多層製品の幅を横切って連続的又は半連続的にしてよい。形成プロセスには、
多層製品から形成される複数のさまざまな電子素子に汎用できる特徴を搭載するために、
多層製品を事前にカスタマイズすることも含めてもよい。形成プロセスには、多層製品の
他の機構、例えば貫通孔又はグラフィックとともに導電トレースの部分を位置合わせする
か又はその他の方法で相対的に配置することを更に含んでもよい。
【００１０】
　本発明によるプロセスは、カスタマイズ度の高い製品を製造する場合でも、製造の簡素
化とともに、高度な可撓性の実現を可能にすることができる。単一の電子素子構成に特有
の事前設計された及び全面又はほぼ全面カスタマイズされた層を組み立てるのではなく、
本発明は、一部の機構の事前カスタマイズが含まれているものの、それでも複数の電子素
子構成に汎用可能である多層構造にパターン層を組み立てることを可能とする。多層製品
のカスタマイズされた特徴であって、多層製品の形成中に搭載されてもよい特徴のいくつ
かの例としては、多層製品の部分（例えばラミネート層、連続的ウェブ部材など）内の印
刷グラフィック、及び切断貫通孔が挙げられる。
【００１１】
　最終デバイス構成の対象範囲にわたって用いることのできる「最小公分母」に従って各
層のパターンを設計することによって、パターンの連続ウェブを、すぐに加工可能、又は
後のカスタマイズ工程に備えて保管可能な大型のシート、ロール、又はウェブの形にラミ
ネートするか又はその他の方法によって組み立てることができる。こうすることによって
、廃棄物の少ない、より効率的な製造が実現し、また、単一の電子素子構成に特有の事前
にカスタマイズされたパーツの配置を維持させる問題が原因で、以前は実現困難であった
ロールツーロールプロセスが可能になる。
【００１２】
　ウェビングの多層、及び、前記層の間に間隔を隔てて配置されている導電材が含まれて
いる電子素子又はデバイスを生成させるための事前プロセスには、少なくとも以下の一連
の工程が必要となる。
【００１３】
　・規定の最小在庫管理単位（ＳＫＵ）に相当する部品を設計する工程。前記部品には、
導電材の配置、導電材へのアクセス、並びに、スクリーン、ステンシル、ダイのような関
連するカスタムツーリングの作製といった、特別設計の電子素子パターンが備わっている
。
【００１４】
　・層を製造し、各層上への導電材パターンの位置合わせ又は整列、導電材を露出させる
ための切断貫通孔又は開口部の切断、コンポーネントの導電材への追加又は連結、前記特
定の導電コンポーネントのインベントリなど、ＳＫＵに固有のデザインに基づく電子素子
の特徴を提供する工程、及び
　・電子素子層のシンギュレーションを含む組立工程、及び
　・前記層をアセンブリ又はラミネーション内に機械的に整列させる工程。
【００１５】
　前記プロセスにはいくつかの潜在的な欠点がある。第１に、多層電子素子の製造に必要
なツーリング及び機械装置のセットアップは、ＳＫＵに固有のデザイン毎に変えなければ
ならない。時間及び労力、並びに、各セットアップによって異なるツーリングによって、
コストが比較的高くなる可能性があり、１ユニット当たりのコストが上昇する。第２に、
すべての製造工程は、ＳＫＵに固有のデザイン１つ１つに合わせて実施しなければならな
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い。これによって、異なるセットアップ間でのコストのかかる特徴の反復になる可能性が
あり、これが更にコストと製造時間を増大させる。第３に、別個のウェビング層の間に導
電剤を位置合わせする際に生じる反歳差運動の問題によって、前記層でウェブのラミネー
ション又は組み立てを利用できなくなる。多くの場合、歳差運動は、多層電子素子の製造
との関連において、最も費用と時間がかかる問題の１つである可能性がある。歳差運動の
補正には、ウェビング層をシフト、シーティング、延伸、又はその他の方法で移動させ、
導電材を各ウェビング層の上に位置合わせして、所望のレベルの精度の導電材レイアウト
をもたらすことが必要である。第４に、電子素子が多層ストックの寸法よりも小さい場合
、前記の高度なカスタマイズ化プロセスによって、ウェビング及びその他の材料の廃材が
大量に発生する可能性がある。
【００１６】
　タッチセンサ及び電磁デジタイザは典型的に、前段落で記載したようなプロセスを用い
て形成したカスタム製造の電子素子である。センサのカスタマイズには少なくとも、組立
前又は組立中に能動領域と電動トレースをセンサのさまざまな層の上にプリント及びパタ
ーニングすることが含まれる。導電トレース用として一般的なパターンは、直交直線から
成るグリッドである。センサのカスタマイズには、センサの用途及び大きさ１つ１つに合
わせたカスタムツーリングが必要となる。ツーリングの変更及びカスタマイズには、サブ
コンポーネント及びサブアセンブリの加工のための比較的長いリードタイムが必要となり
、また、ツーリング及びプロトタイビング関連の設計及び工学設計作業のための更に長時
間のリードタイムが必要になる可能性がある。更には、典型的にウェブ加工につきものの
歳差運動の問題が原因で、例えば、ツーリングのばらつき、温度の変動、又は、湿度の変
動が原因で、センサのさまざまな層の中に導電トレースを位置合わせするのが困難になる
可能性がある。
【００１７】
　センサ用の汎用的な構成コンポーネントを作製することには利点がある。このような汎
用コンポーネントには、センサ製造の最終段階に、単一の汎用コンポーネントから複数の
異なるセンサ構成をもたらすために汎用コンポーネントを特定の大きさに切断するといっ
た、いくつかのカスタマイズ工程が必要になると思われる。汎用コンポーネントのこの「
単一工程」又は「最終工程」カスタマイズには典型的に、ＳＫＵに固有のツーリングが必
要になると思われる。更には、コンピュータ制御レーザ切断のようなソフトツーリング法
を用いてもよい。以下に説明されているとともに図に例示されている複数の実施例を参照
しながら説明していく本発明は、さまざまな電子素子で用いるための前記汎用コンポーネ
ント、及び、前記コンポーネントの製造及び構築に関するものである。本発明の原理によ
って、生産時間の短縮、コスト削減、スペース及び時間的な面で汎用構成コンポーネント
の生産作業からカスタマイズ工程が分離されるなど、電子素子の生産効率の向上に関わる
多くの利点をもたらすことができる。
【００１８】
　図１を参照してみると、導電素子の層を２つ備えている多層製品を生成させる構造にな
っているシステムの実施例１０が表示及び記述されている。システム１０は単なる実施例
であり、数々の方法で修正又は変更して、層の数が異なり、導電素子の種類及びパターン
が異なり、並びに、システム１０を用いて層を結合させるプロセス中における各種層のモ
ニタリング及び／又は変更手段が異なるさまざまな多層製品をもたらしてもよい。本発明
の原理とともに用いてよいシステムの別の実施例は、２００４年１２月２９日に申請され
、「レーザ切断を用いた、ウェブの位置合わせ済みラミネーション（Registered Laminat
ion of Webs Using Laser Cutting）」という表題が付された同一出願人による米国特許
出願第１１／０２５５５９号に表示及び記載されており、この出願は参照することにより
その全体が本発明に組み込まれる。
【００１９】
　システム１０には、第１の導電パターン又は導電パターンから成る第１の部分を備えて
いる第１の連続ウェビング層２０の第１のロール１２が備わっている。第２のロール１４
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には、第２の導電パターン又は導電パターンから成る第２の部分、並びに、取り外し可能
なライナー２８を備えている連続ウェビング２２の第２の層が備わっている。第３のロー
ル１６には、取り外し可能なライナー２８を備えている連続ラミネート層２４が備わって
いる。第４のロール１８には、最終製品内の一連の能動素子構成で利用可能な連続汎用導
電パターン（第１及び第２のパターンの結合物）を備えている連続多層製品２６が備わっ
ている。
【００２０】
　システム１０には更に、ニップ点３５を画定する第１のニップローラーの対３４、３６
も備わっている。ニップローラー３４、３６は第１のウェビング２０及び第２の層２２を
それぞれニップ点３５の方向に誘導する。ニップ点３５では、層２０、２２が相互に嵌合
して結合層３２が形成される。
【００２１】
　第２のニップローラーの対３８、４０は、第２のニップ点３９を画定する。ニップロー
ラー３８、４０は、結合層３２及びラミネートウェビング２４をそれぞれ、ニップ点３９
の方向に誘導する。ニップ点３５では、層３２、２４が相互に嵌合して連続多層製品２６
が形成される。
【００２２】
　システム１０には更に、ウェビング２２に対する第１の切断装置４４、及び、ラミネー
ト層２４に対する第２の切断装置４２が備わっている。切断装置は、ウェビング２２及び
ウェビング２０の上に形成させる導電パターンの位置に対応する場所でウェビング２２及
び層２４を切断するようにプログラムしてよい。前記システムには更に、切断装置４４、
４２によって形成される切断部又は貫通孔の適切な位置合わせを確実に行うよう促すため
に、上に記した米国特許出願第１１／０２５５５９号に記載されているようなエンコーダ
（図示なし）及び撮像装置（図示なし）を搭載してもよい。ニップ点３９で結合層３２が
ウェビング２４と嵌合すると、レーザー４４によって形成される切断部又は貫通孔が、切
断装置４２によって形成される切断部又は貫通孔と揃うのが好ましい。このような位置合
わせによって、層２２及びウェビング２４を通じて、ウェビング２０の上に形成されてい
る導電パターンへのアクセスを実現させる。
【００２３】
　ウェビング２２に対する取り外し可能なライナー２８、層２４に対する取り外し可能な
ライナー３０は、接着剤を被覆すること、切断装置４４、４２による切断によって発生し
た金属屑を除去することの双方に有用と思われる。このように、取り外し可能なライナー
への軽接触切断を用いて金属屑の除去することによって、ウェビング２２及び層２４を処
理して金属屑を除去するための中間工程の排除を実現させることができる。
【００２４】
　多層製品２６の形成中における貫通孔の切断、及び、導電パターン部分の位置合わせは
、特定の電子素子構成で用いられる多層製品の「事前カスタマイズ」とみなしてよい。多
層製品内に所望の特徴をもたらすために、前記及びその他の事前カスタマイズ工程を用い
てよい一方で、得られた特徴は依然として、１つ超の電子素子構成に対する汎用性がなけ
ればならない。さまざまな構成を有する電子素子完成品をもたらすためには、多層製品２
６の形成後に多層製品のさらなるカスタマイズが必要になる。
【００２５】
　図２を参照してみると、第１の連続ウェビング２０の部分の平面図が示されている。ウ
ェビング２０には、縦方向に整列させたトレース５１が複数備わっており、前記トレース
が第１の導電パターン５０を画定している。パターン５０は、本発明に適用してよい多く
の導電パターンの１つの代表例に過ぎない。導電トレース５１は、ウェビング２０のほぼ
全長Ｌ１（Ｘ方向）に沿って連続的に延びているとともに、切れ目がない。また、トレー
ス５１は幅Ｗ１（Ｙ方向）にわたって等間隔で配置されている。
【００２６】
　一部の実施形態では、導電トレース５１には不均等な間隔を持たせてもよく、あるいは
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、幅Ｗ１にわたって反復パターンの間隔を持たせてもよい。多くの実施形態では、幅Ｗ１

方向の間隔は、層２０の長さＬ１に沿って各別個トレース５１間の間隔を一定に保つとい
う要件よりも重要ではない。このようにして、導電パターン５０は、長さＬ１に沿ってそ
の汎用性を保ち、それによって、歳差運動への耐性のある設計が実現するとともに、ウェ
ブラミネーションが可能になる。更なる実施形態では、導電トレース５１には、例えば、
長さＬ１に沿って非線形であるか切れ目があるか、あるいは、幅Ｗ１に延びている部分が
あるといった、さまざまな構造を持たせてもよい。トレース５１に関するこれらのさまざ
まな実施形態又は構成の１つ１つは、各別個トレース又は導電パターン５１の部分におい
て、その構成が長さＬ１に沿って反復される限り、可能である。
【００２７】
　図３を参照してみると、第２の連続ウェビング２２の部分の平面図が示されている。ウ
ェビング２２には、横方向に延びているトレース５３が複数備わっており、前記トレース
５３は第２の導電パターン５２を画定している。導電トレース５３は、ウェビング２２の
幅Ｗ２のほぼ全体にわたって伸びており、長さＬ２に沿って等間隔で配置されている。第
２の導電パターン５２の構造は代表例に過ぎず、修正して、第１の導電パターン５０のも
のとして上で説明したものと同じ又は類似の構成を盛り込んでもよい。例えば、トレース
５３は、長さＬ２に沿って等間隔で配置してもよく、幅Ｗ２にわたって、非線形にするか
、若しくは、非線形な部分を搭載してもよく、又は、幅Ｗ２にわたって切れ目があっても
よい。パターン５２には、例えば、米国特許第５，４１８，５５１号、同５，４９１，７
０６号、同５，５４３，５８９号、同５，５４３，５９０号、及び、同５，９４５，９８
０号に開示されているように、ダイヤモンド、波、線、又はその他の所望のパターンのよ
うな形をした形状を含めてもよく、前記各特許はその全体が本明細書に組み込まれる。長
さＬ２に沿ってトレース５３の反復パターンが存在している限り、第２の導電パターン５
２には、前記又はその他のいずれかの構成を持たせてよく、前記パターン５２は、本発明
の原理に従って用いるのに非常に適していると思われる。
【００２８】
　ウェビング２０及び２２を用いてセンサ用の電子素子を作製する場合、図４に示したよ
うな導電グリッドを作製するには、第１及び第２の導電パターン５０、５２の構成がとり
わけ有用であると思われる。前記グリッドは、Ｘ及びＹ方向（幅Ｗ全域及び長さＬ沿い）
のパターンという点において、汎用的である。トレース５１、５３のこの等間隔性が、指
のタッチ、又は、グリッドパターンを利用しているデバイスに用いられる誘導式に作動若
しくはつながった、スタイラス若しくはパックの位置を測定するのに有用なグリッドをも
たらす。
【００２９】
　図４には、システム１０を用いてウェビング２０、２２、及び、ラミネート層２４を結
合させた結果得られると思われる多層製品２６の部分の平面図が描かれている。図４には
、多層製品２６の部分しか描かれていない。複数の貫通孔４６がＸ方向に長さＬに沿って
形成されており、また、複数の貫通孔４８がＹ方向に幅Ｗにわたって形成されている。図
５の断面図に示したように、貫通孔４６、４８の各々は、ウェビング２２、ラミネート層
２４の双方を貫くように伸ばすのが好ましい。別の実施形態では、貫通孔４６、４８は、
ウェビング２２、ラミネート層２４の１つのみを貫くように伸ばしてもよく、あるいは、
ウェビング２０、２２、ラミネート層２４をすべて完全に貫くように伸ばしてもよい。
【００３０】
　上に記したとおり、多層製品２６の特定の層を貫くように貫通孔を形成させると、導電
トレース５１、５３へのアクセスをもたらすことができる。露出されているトレース５１
、５３の部分によって、はんだ、導電ペースト、コネクタ、連結部材などの導電材を貫通
孔に充填することによって電気的接続を得ることができる。これによって、トレース５１
、５３は、電気的接続を受けて接続部材に連結する。トレース５１、５３は、別の電子コ
ンポーネント又はデバイスに電気的に連結させることができる。センサでの用途では、こ
のような電気的接続によって、トレース５１、５３によって画定されるグリッド内の指の
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タッチ、又は、誘導式に作動若しくはつながった、スタイラス若しくはパックの位置を測
定するために用いるコントローラにトレース５１、５３を連結させることができる。
【００３１】
　システム１０と類似のシステムによって生成される多層製品には、例えば別のラミネー
ト層を用いて被覆した単一の導電パターンを備えている単一のウェビング部材しか備わっ
ていない場合もある。この実施例及びその他の実施例では、前記ラミネート層は、電気的
接続に備えて導電パターンの部分が露出されるような大きさにしてよい。ラミネート層に
は更に、連続ウェビングの長さにわたって、又は、連続ウェビングの幅に沿って、図４に
示したような貫通孔を設けて、特定の位置での導電パターン部分へのアクセスを可能にし
てもよい。同様に、別個のウェビング層の上に３つ以上の導電パターンを形成させ、ラミ
ネート層を用いるなどのさまざまな方法で、前記導電パターンをそれぞれ分離させてもよ
い。
【００３２】
　続いて図６を参照してみると、連続多層製品１２６の一例が示されており、連続汎用グ
リッドパターン１５４を画定している複数の導電トレース１５１、１５３も含まれている
。図６には、連続多層製品１２６上にある単一の連続汎用導電パターンから複数の異なる
電子素子構造を形成可能な方法が描かれている。図６には、それぞれ形状と大きさが異な
る第１、第２、及び第３の電子素子構造１７０、１７２、１７４が描かれている。構造１
７０、１７２、１７４のそれぞれには、グリッドパターン１５４の部分が備わっており、
更には、Ｘ方向沿いの貫通孔１４６の列、及び、Ｙ方向に延びている複数の貫通孔１４８
が含まれている。構造１７０、１７２、１７４のそれぞれを、これらの各部材の間にある
境界線に沿って切断することによって、同じ連続多層製品１２６を用いていくつかの導電
デバイス又は製品を生成させることができる。
【００３３】
　図６には更に、Ｙ方向に加え、多層製品１２６のＸ方向の長さに沿って、いくつかの異
なる電子素子構造をもたらせることが描かれている。したがって、所望の電子素子構成を
作製する際、及び、多層製品１２６全体の有効利用を最大化する（例えば、廃棄物がほと
んど発生しないような形にする）際に、より高い柔軟性を得られる。多層製品１２６の幅
を横切って、又は、多層製品１２６の長さに沿って１つ以上の異なる電子素子構成を切断
することができるという点で、多層製品１２６の「連続」特性、及び、反復導電パターン
の「連続」特性は非常に重要である。反復導電パターンは、多層製品から切断させて１つ
以上の異なる電子素子構成を得られる限りは、事実上「半連続」的でもよい。半連続パタ
ーンには、連続パターン内に、多層製品の長さに沿って、又は、多層製品の幅を横切って
破断部又は断絶部を設けてもよい。ただし、これらの破断部又は断絶部は、パターンのさ
まざまな部分を位置合わせする際、又は、多層製品のその他の特徴（例えば貫通孔及びグ
ラフィック）とともにパターンの部分を位置合わせする際に付随する問題を減少させる予
想可能な間隔又は位置で配置するのが好ましい。
【００３４】
　図６には、寸法をカスタマイズパラメータとして用いることが示されているが、他の実
施形態では、その他のカスタマイズパラメータを用いてもよい。例えば、多層製品１２６
は、切断工程の前に、又は、切断工程の代わりに、更なる貫通孔を設けること、追加の層
を加えること、グリッドパターン１５４への電気的接続をもたらすこと、多層製品１２６
を延伸、圧縮、又はその他の手段で修正することによって、修正してよい。
【００３５】
　ある例示的実施形態では、グリッド１５４の導電トレース１５１と１５３との間のピッ
チ又は間隔は約１ｍｍ～約２５ｍｍである。Ｘ方向、Ｙ方向双方のピッチは約２ｍｍ～４
ｍｍであるのが好ましく、最も好ましいのは約３ｍｍである。約３ｍｍというこの標準的
なピッチ間隔によって、多くのセンサ用途に有用なグリッド間隔が実現する。特別なセン
サ用途に合わせて、その他のいくつかの標準的なピッチを用いてもよい。センサ以外のそ
の他の用途でグリッドを利用すると、ピッチ間隔の範囲は更に広くなると思われ、また、
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Ｘ及びＹ配向の導電トレース間の間隔も変動すると思われる。
【００３６】
　続いて図７～８を参照してみると、多層製品を作製するための別の例示的方法が説明さ
れている。図７～８による方法では、汎用導電パターンが上に形成されているウェビング
のロールから切断したシートを用いる。図７Ａには、上に形成されている複数の導電トレ
ース２５１が含まれている導電パターン２５０を備えている第１のシート２２０が描かれ
ている。トレース２５１は、長さＬ３に沿って延びているとともに、幅Ｗ３にわたって等
間隔で配置されている。図７Ｂには、複数の導電トレース２５３から成る導電パターン２
５２を備えている第２のシート２２２が描かれている。トレース２５３は、幅Ｗ４に沿っ
て延びているとともに、長さＬ４にわたって等間隔で配置されている。図７Ｃには、カバ
ーシートとして機能するとともに、幅Ｗ５及び長さＬ５を備えている第３のシート２２４
が描かれている。シート２２０は、トレース２５１を備えているウェビングの連続ロール
から形成させる。シート２２２は、トレース２５３を備えている連続ウェビングから切断
する。シート２２４は、手持ちのいずれか所望の材料から切断する。
【００３７】
　シート２２２の長さＬ４は、シート２２０の長さＬ３よりもわずかに短い。長さＬ５及
び幅Ｗ５はそれぞれ、シート２２０の長さＬ３及び幅Ｗ３よりも短い。シート２２０、２
２２は、切断済みシート２２０、２２２の縁部に対して導電トレース２５１、２５３が既
知の位置になるように、位置合わせして切断してよい。
【００３８】
　３枚のシート２２０、２２２、２２４は、図８に示したように、まとめてラミネートし
て多層製品２２６にする。Ｌ３、長さＬ４、及び、Ｌ５の長さの差が原因で、トレース２
５１が多層製品２２６の一端に沿って露出する。幅Ｗ４とＷ５との差異が原因で、導電ト
レース２５３が多層製品２２６のもう一方の端に沿って露出する。この構成では、所望の
用途のターゲット面（例えばセンサータッチ面）として利用可能な表面積をかなりもたら
しつつ、電気的連結の際にトレース２５１及び２５３を露出させることができる。更には
、図８に示したシート結合物のいずれの側も、ターゲット面として利用することができる
。トレース２５１及び２５３の汎用パターンが同一の場合、図２又は図３に例示したよう
に、同じベースパターンの基板材を用いてシート２２０及び２２２を作製してもよい。
【００３９】
　多層製品２２６の生成に関わる本方法では、標準的なシーティング及びラミネート装置
を用いて、導電トレース２５１、２５３の所望の露出を実現させることができる。したが
って、電気的接続のために導電トレースを露出させるために、図１を参照しながら説明し
た切断デバイス４２、４４のような比較的高価な切断装置の利用を省くことができる。
【００４０】
　続いて、図９～１１を参照してみると、本発明の原理と結びついている例示的方法がい
くつか示されている。図９には、異なる構成の複数の電子素子を作製する方法の工程が説
明されている。前期方法の１つの工程には、前期複数の電子素子に共通の反復連続パター
ンを画定することが含まれている。前期方法は、異なる電子素子構成で反復連続パターン
を利用可能な多層製品を作り出す目的を向上させ、それにしたがい、多層製品を作り出す
価値全体を向上させる。得られた多層製品の使途及び用途が多いほど、ツーリング、セッ
トアップ、エンジニアリング、及び、デザインの費用に関わる削減額が増え、また、多使
途の多層製品を作製することの正味価値に別の配慮を追加することができる。
【００４１】
　図９の方法に伴う別の工程には、導電材の少なくとも２つの別個の層であって、結合す
ると反復導電パターンを構成する層が備わっている多層製品の連続ウェブを形成させるこ
とが含まれている。この形成工程は、例えば、上で説明したようなシステムの操作に伴う
工程など、多種多様な方法で実現させることができる。多層製品のウェブの連続特性は、
多種多様にカスタマイズされた電子素子で用いるのに役立ち、連続製品のロールは、多種
多様なプロセス又はツーリングセットアップを通じて供給され、所望の最終製品を作り出
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すことができる。反復パターン構成は、多種多様な能動素子構成で用いることができる点
、及び、単一の連続ウェブから数多くの製品を製造できる点で有用である。
【００４２】
　多層製品内に少なくとも２つの別個の層を設けることに関わる利点は、上で説明したよ
うに、歳差運動の問題と関連がある。多層製品を形成させながら、導電材の層の歳差運動
（例えば、変動、振動、ずれ）に対処することによって、製造カスタマイズ中の類似の歳
差運動の問題が回避される。更には、連続汎用多層製品を生成している時に、歳差運動の
問題をより容易に解決できる場合が多くなる。前記問題をラミネーションプロセス中にリ
アルタイムで補正できるためである。
【００４３】
　図９の方法の更なる工程には、異なる電子素子構成に合わせてデザインパラメータを用
意することが含まれている。連続ウェブが単一の電子素子構成にしか適していない場合、
連続ウェブの全体的価値は最小限になる。
【００４４】
　図９の方法の別の工程には、デザインパラメータに従って多層製品を修正し、多層製品
の連続ウェブを形成させる工程の後に複数の電子素子を作製することが含まれている。こ
の一連の工程は、上で説明したように、同じ多層製品を用いて複数の電子素子を作製する
際に利点を発揮する。
【００４５】
　図１０には、多層製品を作製するための別の例示的方法の工程が示されている。図９に
関連する方法と同様に、重要な工程には、能動素子構成の範囲で用いる反復パターン構成
を決定することが含まれている。このような決定作業には、多種多様な能動素子で有用な
導電トレース間のピッチ間隔を定めることを含めてもよい。図１０の方法の別の工程には
、連続ウェビングストックの第１のロールを提供することが含まれており、前記第１のロ
ールには、その上に形成されている反復パターンの少なくとも１つの部分が備わっている
。前記反復パターン部分には、例えば、ウェビングストックの長さに沿って延びている連
続導電トレースを搭載してもよく、あるいは、パターン内に配置されている別個の電子素
子のパターンを搭載してもよく、前記パターンはウェビングストックの長さに沿って反復
させる。
【００４６】
　図１０の方法における別の工程には、連続ウェビングストックの第２のロールを提供す
ることが含まれている。連続ウェビングストックの第２のロールには、別の反復パターン
部分が備わっている。ある１つの実施例では、第２のロール上に形成されている反復パタ
ーン部分は、前記ウェビングの幅を横切って、ウェビングストックの第１のロールの導電
トレースに対して平行でない配向で延びている導電トレース１式である。第２のロールの
その他の多くの特性及び特徴も可能である。
【００４７】
　図１０の方法の更なる工程には、連続ウェビングストックの第１及び第２のロールを１
つにラミネートして、所定の反復パターン構成による伝導体を備えている多層製品の連続
ウェブを形成させることが含まれている。ウェビングストックの第１及び第２のロールを
１つにラミネートしている間、又は、ラミネートする直前に、例えばマシンビジョンシス
テムを用いて、各ロール上のパターン構成の位置を測定してよく、また、少なくとも１つ
のウェブを、ウェブの１つ又は双方上のパターンに位置合わせして変更又は切断してもよ
い。このような位置合わせには、必要に応じて１つのウェビング部分を別のウェビング部
分に対して横方向に調節することを含めてもよい。
【００４８】
　多層製品は、図１０の方法の別の工程に従ってカスタマイズされた能動素子を形成させ
るために改修してもよい。連続ウェブの改修には、連続ウェブに対するさまざまな修正又
は変更をいずれかの数含めてもよい。１つの例示的な改修作業には、カスタマイズされた
能動素子用として所望の特定の大きさに連続ウェブを切断することが含まれている。
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【００４９】
　続いて図１１を参照してみると、それぞれ異なる構成を備えている複数の電子デバイス
を作製する方法が説明されている。前記方法には、反復導電パターンを画定する別個の導
電材層を少なくとも２つ備えている多層製品の連続ウェブを形成させることが含まれてい
る。多層製品には、最適数のさまざまな導電素子用として用いるのに汎用的な構成及び構
造が備わっているのが好ましい。方法の別の工程には、さまざまな電子素子構成に合わせ
て設計パラメータを用意することが含まれている。前記方法には更に、設計パラメータに
従って多層製品を修正し、多層製品の連続ウェブを形成させる工程の後に複数の電子素子
を作製することが含まれている。
【００５０】
　この一連の工程を用いると、同じストック材、すなわち、汎用導電パターンを備えてい
る連続ウェブのストック材を使ってすべての電子素子を作製することができる。更には、
各電子素子の設計パラメータは簡潔化することができる。設計パラメータの各組には、カ
スタマイズ工程の前に完成させた共通の汎用導電パターンが含まれているためである。こ
の方法によって更に、汎用導電パターンの導電ウェブを形成させる工程とは完全に別の時
点及び場所でカスタマイズ工程を実施する機会を得られる。この結果、連続多層製品を形
成させるプロセスは、増大した費用、時間、材料消費、及び、精度に合わせて最適化する
ことができ、別個の好ましい条件の下でカスタマイズ作業を完了させることができる。
【００５１】
　上に記した明細、実施例およびデータによって本発明の製造および使用の完全な説明を
提供する。本発明の多くの実施形態が本発明の精神および範囲を逸脱せずに行うことがで
きるので、本発明は特許請求の範囲にある。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の原理によるシステムの一例が描かれている概略図。
【図２】図１に示したシステムで用いられる、第１の導電パターンがその上に形成されて
いる第１のキャリア層の一例の一部を示す図。
【図３】図１に示したシステムで用いられる、第２の導電パターンがその上に形成されて
いる第２のキャリア層の一例の一部を示す図。
【図４】図１に示したシステムを用いて形成した連続多層製品の一例の一部、並びに、図
２及び３に示したキャリア層を示す図。
【図５】図４に示した多層製品を線５－５で切断した断面図。
【図６】図１に示したシステムを用いて形成した連続多層製品の別の例の一部、並びに、
図２及び３に示したキャリア層、更に、数種の能動素子の輪郭を含む図。
【図７Ａ】多層製品の別の例の異なる層を示す図。
【図７Ｂ】多層製品の別の例の異なる層を示す図。
【図７Ｃ】多層製品の別の例の異なる層を示す図。
【図８】図７Ａ～Ｃに示した層を用いて形成した多層製品を示す図。
【図９】本発明の原理に従って多層製品を形成する方法の一例の工程が示されているフロ
ーチャート。
【図１０】本発明の原理に従って多層製品を形成する方法の別の例の工程が示されている
フローチャート。
【図１１】本発明の原理に従って電子デバイスを形成する方法の一例の工程が示されてい
るフローチャート。
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